
浦安市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則 

 

 浦安市立図書館管理運営規則（昭和58年教育委員会規則第１号）の一部を次

のように改正する。 

第９条第２項中「利用申込書」を「図書館利用登録申請書」に改め、「提出

して」の次に「利用登録を受けた上で」を加え、同条に次の３項を加える。 

３ 図書館利用券の有効期間は、その交付を受けた日から起算して３年を経過

する日までとする。 

４ 前項の有効期間の満了後、引き続き図書館資料の貸出しを受けようとする

者は、教育委員会の定めるところにより、有効期間の更新手続を行わなけれ

ばならない。 

５ 前項の更新がされたときは、その図書館利用券の有効期間は、従前の有効

期間の満了の日の翌日から起算して３年を経過する日までとする。 

第10条の見出し中「の届出」を削り、同条第１項中「利用申込書」を「図書 

館利用登録申請書」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 館長は、図書館利用券の紛失その他館長が必要と認めた場合には、図書館

利用券を再交付することができる。 

３ 図書館利用券の再交付を受けた者は、紛失した図書館利用券を発見したと

きは、速やかにこれを返還しなければならない。 

第10条の次に次の１条を加える。 

（利用者情報の抹消） 

第１０条の２ 図書館は、第９条第２項の利用登録を行った利用者について、

当該利用登録をした日（同条第４項の規定により図書館利用券の有効期間

の更新を行った場合にあっては、更新後の有効期間の開始日）以後５年間

引き続き図書館の利用がなかった場合は、当該利用者が登録した個人情報

を抹消するものとする。 

第15条中「団体利用申込書」を「団体利用登録申請書」に改める。 

第17条中「第10条」を「第10条第１項」に改める。 

第21条第４項を削り、第５項を第４項とする。 

 



別記第１号様式を次のように改める。  

 

 

 

 

 



別記第３号様式を次のように改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第９条第３項の規定は、施行日以後に改正後の第９条第２項の規

定により新たに図書館利用券の交付を受けた者について適用し、施行日前に

改正前の第９条第２項の規定により図書館利用券の交付を受けた者について

は、なお従前の例による。 

３ 改正後の第 10 条の２の規定は、施行日時点において現に利用登録のある

利用者に係る個人情報について適用する。 

第3号様式(第15条) 
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    浦 安 市 立 図 書 館          受付者名 

 


